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○

公正証書による贈与の課税時期判定

Q ●
● 私の所有する土地と建物を息子に贈与

する登記を行ないました。10年前に息子に

贈与する旨の公正証書を作成していますので、

贈与税は課税されずにすみますでしょうか。

A ●
● 書面による贈与の取得時期は、契約効

力発生のときになります。

ただし、単に公正証書を作成していても、

贈与財産の管理運用の状況から実質を判断す

ることにご注意ください。、

【解説】

贈与による財産の取得の時期は、書面によ

るものについては契約効力の発生のときとな

ります。つまり、書面によって贈与財産を受

け取り、自分の財産として認識し、かつ管理

運用を行なったときになります。

そこで、ご質問の場合のように、10年前

に贈与する旨の公正証書を作成し、今年にな

ってその土地・建物を贈与登記したとしても、

公正証書など書面による贈与については、そ

の契約効力の発生したときに贈与があったこ

とになります。

しかし、単に公正証書によって息子に贈与

したといっても、その贈与財産の管理運用が

贈与する父親が行なっていたのであれば、

10年前ではなく今年が「取得の時期」とな

ります。

ちなみに、書面によらない贈与については、

その履行のときに贈与があったものとして取

り扱われます。
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